
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

遺
失
物
法
施
行
規
則

遺
失
物
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
条

（
同
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
八
条
（
同
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
同
法
第
十

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第

一
項
（
同
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一

条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
三

十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
並
び
に
遺

失
物
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
十
一
号
）
第
四

条
第
三
項
、
第
五
条
第
五
号
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
遺
失
物
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

目
次第

一
章
　
警
察
署
長
等
の
措
置

第
一
節
　
物
件
の
提
出
を
受
け
た
と
き
の
措
置
（
第

一
条―

第
四
条
）

第
二
節
　
遺
失
届
の
受
理
等
（
第
五
条
）

第
三
節
　
遺
失
者
等
を
発
見
す
る
た
め
の
措
置
（
第

六
条―

第
十
二
条
）

第
四
節
　
提
出
物
件
の
売
却
等
（
第
十
三
条―

第
十

六
条
）

第
五
節
　
現
金
又
は
売
却
に
よ
る
代
金
の
預
託
（
第

十
七
条
）

第
六
節
　
提
出
物
件
の
返
還
、
引
渡
し
等
（
第
十
八

条―

第
二
十
三
条
）

第
七
節
　
国
に
帰
属
し
た
物
件
の
取
扱
い
等
（
第
二

十
四
条
・
第
二
十
五
条
）

第
二
章
　
施
設
占
有
者
の
措
置
等

第
一
節
　
施
設
占
有
者
の
措
置
（
第
二
十
六
条
・
第

二
十
七
条
）

第
二
節
　
特
例
施
設
占
有
者
の
指
定
（
第
二
十
八
条

―

第
三
十
条
）

第
三
節
　
特
例
施
設
占
有
者
の
措
置
等
（
第
三
十
一

条―

第
三
十
九
条
）

第
三
章
　
雑
則
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

附
則

第
一
章
　
警
察
署
長
等
の
措
置

第
一
節
　
物
件
の
提
出
を
受
け
た
と
き
の
措
置

（
拾
得
物
件
控
書
の
作
成
）

第
一
条
　
警
察
署
長
は
、
遺
失
物
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
又
は
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
提
出
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
提

出
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
一

号
の
拾
得
物
件
控
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
拾
得
者
等
に
対
す
る
書
面
の
交
付
）

第
二
条
　
法
第
五
条
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付

は
、
提
出
を
受
け
た
際
に
、
別
記
様
式
第
二
号
の
拾
得

物
件
預
り
書
を
作
成
し
、
提
出
者
（
提
出
を
し
た
拾
得

者
又
は
施
設
占
有
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
権
利
放
棄
の
取
扱
い
等
）

第
三
条
　
警
察
署
長
は
、
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
提
出
者
に
対
し
、
当
該
提
出
を
受
け
た
物
件
（
以

下
「
提
出
物
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
費
用
若
し
く
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
報
労
金
を
請
求
す
る
権
利
又
は
民

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
百
四
十

条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
若
し
く
は
法
第

三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
す
る

権
利
（
以
下
「
費
用
請
求
権
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部

又
は
一
部
を
放
棄
す
る
意
思
及
び
法
第
十
一
条
第
二
項

（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
同
意
（
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第

二
十
六
条
第
二
号
ニ
に
お
い
て
単
に
「
同
意
」
と
い

う
。
）
の
有
無
を
確
認
し
、
拾
得
物
件
控
書
の
権
利
放

棄
の
意
思
及
び
氏
名
等
告
知
の
同
意
の
有
無
の
欄
に
記

載
及
び
署
名
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
提

出
者
が
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
物
件
に
係

る
費
用
請
求
権
等
を
失
っ
て
い
る
と
き
は
、
提
出
者
に

そ
の
旨
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
警
察
署
長
は
、
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
提

出
物
件
が
法
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
提
出
者
に
そ
の
旨
を
説
明

す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
理
番
号
等
を
記
載
し
た
書
面
等
の
作
成
）

第
四
条
　
警
察
署
長
は
、
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書

面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
理
番
号

二
　
法
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２
　
警
察
署
長
は
、
法
第
十
七
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
届

出
（
以
下
第
五
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第

三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
を
除
き
単
に
「
届

出
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電

磁
的
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
届
出
を
し
た
特
例
施
設
占
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
法
第
十
七
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
管
す
る
物
件

（
以
下
「
保
管
物
件
」
と
い
う
。
）
の
保
管
の
場
所
及

び
そ
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

第
二
節
　
遺
失
届
の
受
理
等

第
五
条
　
警
察
署
長
は
、
遺
失
者
か
ら
物
を
遺
失
し
た
旨

の
届
出
（
以
下
「
遺
失
届
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と

き
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
遺
失
届
出
書
に
よ
り
受
理

す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
遺
失
届
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち

に
、
遺
失
届
出
書
に
受
理
番
号
を
付
す
と
と
も
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は

電
磁
的
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
理
番
号

二
　
物
件
の
種
類
及
び
特
徴

三
　
遺
失
の
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項

第
三
節
　
遺
失
者
等
を
発
見
す
る
た
め
の
措
置

（
遺
失
届
の
有
無
の
確
認
）

第
六
条
　
警
察
署
長
は
、
提
出
又
は
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
提
出
物
件
又
は
当
該
届
出
に
係
る
保
管
物
件

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
と
そ
の
種
類
、
特
徴
そ
の
他
の
事

項
か
ら
み
て
同
一
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
物
件
に
係
る

遺
失
届
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
結
果
、

同
項
の
遺
失
届
が
な
い
と
き
は
、
警
視
総
監
又
は
道
府

県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
同
項
の
物
件
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の

有
無
を
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

（
提
出
物
件
等
の
有
無
の
確
認
）

第
七
条
　
警
察
署
長
は
、
遺
失
届
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
遺
失
届
に
係
る
物
件
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
そ
の
種

類
、
特
徴
そ
の
他
の
事
項
か
ら
み
て
同
一
の
も
の
と
認

め
ら
れ
る
提
出
物
件
又
は
保
管
物
件
の
有
無
を
確
認
す

る
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
結
果
、

同
項
の
提
出
物
件
又
は
保
管
物
件
が
な
い
と
き
は
、
警

察
本
部
長
に
対
し
、
当
該
提
出
物
件
又
は
保
管
物
件
に

係
る
法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
報
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
有
無
を

照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
失
届
に
係
る
警
察
本
部
長
へ
の
報
告
等
）

第
八
条
　
警
察
署
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は

照
会
の
結
果
、
同
条
第
一
項
の
提
出
物
件
又
は
保
管
物

件
が
な
い
と
き
は
、
同
項
の
物
件
に
係
る
第
五
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
遺
失
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い

う
。
）
を
警
察
本
部
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
警
察
本
部
長

は
、
当
該
遺
失
届
に
係
る
物
件
の
遺
失
の
場
所
が
他
の

都
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
第
五

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
遺
失
者
の
氏
名
又

は
名
称
を
当
該
他
の
都
道
府
県
警
察
の
警
察
本
部
長
に

通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

（
掲
示
の
様
式
等
）

第
九
条
　
法
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び

第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
掲
示
は
、
別
記
様
式
第
四
号
（
保
管
物
件
に

係
る
掲
示
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
五
号
）
を
用
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
七
条
第
三
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
書
面
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
保
管

物
件
に
係
る
書
面
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
書
面
）
と
す
る
。

３
　
警
察
署
長
が
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
七
条

第
三
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
書
面

の
備
付
け
及
び
閲
覧
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁

的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
縦
覧
等
を
行
う
場

合
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
（
保

管
物
件
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁

的
記
録
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
警
察
署
に
備
え

置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
け
る
表
示
又
は
当
該

事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
い
つ
で
も
関
係
者
に

自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
公
告
を
し
た
物
件
に
係
る
警
察
本
部
長
へ
の
報
告
等
）

第
十
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
三

条
第
二
項
及
び
法
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
警
察
本
部
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
第
四
条
第
一
項
各
号
（
保
管
物
件
に
あ
っ
て
は
、

同
条
第
二
項
各
号
）
に
掲
げ
る
事
項

二
　
公
告
の
日
付

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
警
察
本
部
長

は
、
当
該
公
告
に
係
る
物
件
の
拾
得
の
場
所
が
他
の
都

道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
同
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
他
の
都
道
府
県
警
察
の
警
察

本
部
長
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

1



（
他
の
警
察
本
部
長
に
通
報
す
る
貴
重
な
物
件
）

第
十
一
条
　
法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
物
件
は
、
次
に
掲
げ

る
物
件
と
す
る
。

一
　
一
万
円
以
上
の
現
金

二
　
額
面
金
額
又
は
そ
の
合
計
額
が
一
万
円
以
上
の
有

価
証
券

三
　
そ
の
価
額
又
は
そ
の
合
計
額
が
一
万
円
以
上
で
あ

る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
物

四
　
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ

っ
て
、
個
人
の
身
分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一

身
に
専
属
す
る
権
利
を
証
す
る
も
の

五
　
預
貯
金
通
帳
若
し
く
は
預
貯
金
の
引
出
用
の
カ
ー

ド
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

六
　
携
帯
電
話
用
装
置

（
警
察
本
部
長
に
よ
る
公
表
）

第
十
二
条
　
法
第
八
条
第
二
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及

び
法
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
当
該
都
道
府
県
警
察
の
警
察

署
長
が
法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び

法
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
物
件
及
び
他
の
警
察
本
部
長

か
ら
法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
法

第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
通
報
を
受
け
た
物
件
の
う
ち
当
該
都
道
府
県

警
察
の
管
轄
区
域
内
で
拾
得
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
遺
失
者
が
判
明
す
る
ま
で
の
間

又
は
公
告
の
日
か
ら
三
箇
月
（
埋
蔵
物
に
あ
っ
て
は
、

六
箇
月
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
物
件
の
種
類
及
び
特
徴

二
　
物
件
の
拾
得
の
日
及
び
場
所

三
　
物
件
の
公
告
に
係
る
警
察
署
の
名
称
及
び
電
話
番

号
そ
の
他
の
連
絡
先
（
保
管
物
件
に
あ
っ
て
は
、
届

出
を
し
た
特
例
施
設
占
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び

に
保
管
の
場
所
及
び
そ
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡

先
）

第
四
節
　
提
出
物
件
の
売
却
等

（
物
件
売
却
書
の
作
成
等
）

第
十
三
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
九
条
第
一
項
本
文
又
は

第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
売
却

（
第
十
七
条
に
お
い
て
単
に
「
売
却
」
と
い
う
。
）
を
し

た
と
き
は
、
拾
得
物
件
控
書
の
備
考
欄
に
そ
の
旨
及
び

売
却
の
日
並
び
に
売
却
に
よ
る
代
金
か
ら
売
却
に
要
し

た
費
用
を
控
除
し
た
残
額
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
別

記
様
式
第
六
号
の
物
件
売
却
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て

電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
法
第
三
十
六

条
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
を
す
る
場
合
に
お
け
る
拾
得
者
等
へ
の
通
知
）

第
十
四
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
十
条
（
法
第
十
三
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
処
分
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
民
法
第
二
百

四
十
条
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
又
は

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
件
の
所

有
権
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
、
そ
の
旨
を
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
の
所
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
提
出
物
件
の
廃
棄
の
方
法
）

第
十
五
条
　
遺
失
物
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る

物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁
断
、
破
砕
、
溶
解
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
件
に
よ
り
個
人
の
身

分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権

利
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
三
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
物
に
該
当
す
る
物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁

断
、
破
砕
、
溶
解
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物

件
に
記
録
さ
れ
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
、
遺

失
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
と
認
め
ら
れ
る
個
人
の

住
所
若
し
く
は
連
絡
先
又
は
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
物
件
処
分
書
の
作
成
等
）

第
十
六
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
十
条
（
法
第
十
三
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
拾
得
物
件
控
書
の
備
考
欄

に
そ
の
旨
及
び
処
分
の
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
別

記
様
式
第
七
号
の
物
件
処
分
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て

電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
法
第
三
十
六

条
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節
　
現
金
又
は
売
却
に
よ
る
代
金
の
預
託

第
十
七
条
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
の
う
ち
現
金
又
は

売
却
に
よ
る
代
金
を
預
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
警
察
署
の
属

す
る
都
道
府
県
の
公
金
の
収
納
若
し
く
は
支
払
の
事
務

を
取
り
扱
う
者
に
預
託
す
る
か
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
確

実
な
方
法
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節
　
提
出
物
件
の
返
還
、
引
渡
し
等

（
遺
失
者
が
判
明
し
た
と
き
の
措
置
等
）

第
十
八
条
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
又
は
保
管
物
件
の

遺
失
者
が
判
明
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
物
件

の
返
還
に
係
る
手
続
を
行
う
場
所
並
び
に
当
該
物
件
に

係
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費
用
及
び
法
第
二
十
八

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
報
労
金
を
支
払
う
義
務
が
あ

る
旨
を
当
該
遺
失
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
を
遺
失
者
に
返
還
す
る
と

き
は
、
当
該
物
件
に
係
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費

用
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
報

労
金
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
拾
得
者
又
は
施
設
占

有
者
に
対
し
、
当
該
物
件
を
返
還
す
る
旨
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
拾
得
者
又
は
施
設
占
有

者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

３
　
警
察
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と

き
は
、
同
意
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
同
項
の
拾
得
者
又
は
施
設
占
有
者
が
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
警
察
署
長
に
対
し
、
同
意
の
有
無
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
に
つ
い
て
、
民
法
第
二
百

四
十
条
又
は
第
二
百
四
十
一
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に

遺
失
者
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
と
き
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対

し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
拾
得
者
又
は

施
設
占
有
者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

拾
得
者
が
民
法

第
二
百
四
十
条

又
は
第
二
百
四

十
一
条
の
規
定

に
よ
り
所
有
権

を
取
得
す
る
権

利
を
有
す
る
と

き
。

一

　

拾

得
者

当
該
物
件
の
所
有
権
を

取
得
し
た
期
日
、
当
該

物
件
を
引
き
取
ら
な
い

場
合
に
所
有
権
を
喪
失

す
る
期
日
、
引
渡
し
に

係
る
手
続
を
行
う
場
所

及
び
当
該
物
件
に
係
る

法
第
二
十
七
条
第
一
項

の
費
用
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
償
還
す
る
義
務

が
あ
る
旨

二

　

法

第

二

十

七

条

第

一

項

の

費

用

を

請

求

す

る

権

利

を

有

す

る

施

設

占
有
者

当
該
物
件
の
所
有
権
を

取
得
し
て
こ
れ
を
引
き

取
る
拾
得
者
に
法
第
二

十
七
条
第
一
項
の
費
用

を
請
求
す
る
権
利
を
有

す
る
旨

拾
得
者
が
民
法

第
二
百
四
十
条

又
は
第
二
百
四

十
一
条
の
規
定

に
よ
り
所
有
権

を
取
得
す
る
権

利
を
有
し
な
い

と
き
。

一

　

法

第

三

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

拾

得

者

と

み

な

さ

れ

る

施

設

占

有

者

当
該
物
件
の
所
有
権
を

取
得
し
た
期
日
、
当
該

物
件
を
引
き
取
ら
な
い

場
合
に
所
有
権
を
喪
失

す
る
期
日
、
引
渡
し
に

係
る
手
続
を
行
う
場
所

及
び
当
該
物
件
に
係
る

法
第
二
十
七
条
第
一
項

の
費
用
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
償
還
す
る
義
務

が
あ
る
旨

二

　

法

第

二

十

七

条

第

一

項

の

費

用

を

請

求

す

る

権

利

を

有

す

る

拾

得

者

当
該
物
件
の
所
有
権
を

取
得
し
て
こ
れ
を
引
き

取
る
施
設
占
有
者
に
法

第
二
十
七
条
第
一
項
の

費
用
を
請
求
す
る
権
利

を
有
す
る
旨

５
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
の
遺
失
者
が
判
明
し
な
い

場
合
に
お
い
て
拾
得
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
と

な
る
べ
き
期
日
、
当
該
物
件
を
引
き
取
ら
な
い
場
合
に

所
有
権
を
喪
失
す
る
期
日
、
当
該
物
件
の
引
渡
し
に
係

る
手
続
を
行
う
場
所
及
び
当
該
物
件
に
つ
い
て
法
第
二

十
七
条
第
一
項
の
費
用
が
あ
る
と
き
は
当
該
費
用
は
当

該
物
件
を
引
き
取
る
者
の
負
担
と
な
る
旨
を
あ
ら
か
じ

め
拾
得
物
件
預
り
書
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
送
付
に
よ
る
提
出
物
件
の
返
還
及
び
引
渡
し
）

第
十
九
条
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
の
返
還
に
係
る
手

続
を
行
う
場
所
を
来
訪
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
遺
失
者
か
ら
提
出
物
件
の
返
還
を
求
め
ら
れ

2



た
と
き
は
、
遺
失
者
の
申
出
に
よ
り
、
提
出
物
件
を
送

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
送
付
に
要
す
る

費
用
は
、
遺
失
者
の
負
担
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
民
法
第
二
百
四
十
条
若
し
く
は

同
法
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
又
は
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
物
件
の
所
有
権
を
取
得
し
た

者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
権
利
取
得
者
」
と
い

う
。
）
に
対
す
る
提
出
物
件
の
引
渡
し
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
遺

失
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
権
利
取
得
者
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
警
察
署
長
に
よ
る
遺
失
者
の
確
認
の
方
法
等
）

第
二
十
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
返
還
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る
に

足
り
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

二
　
返
還
を
求
め
る
者
か
ら
当
該
物
件
の
種
類
及
び
特

徴
並
び
に
遺
失
の
日
時
及
び
場
所
を
聴
取
し
、
当
該

物
件
に
係
る
拾
得
物
件
控
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と

照
合
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
受
領
書
の

様
式
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
を
権
利
取
得
者
に
引
き
渡

す
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法

に
よ
り
、
引
渡
し
を
求
め
る
者
が
当
該
物
件
の
権
利
取

得
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
別
記
様
式
第
八
号
の
受

領
書
又
は
拾
得
物
件
預
り
書
と
引
換
え
に
引
き
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る

に
足
り
る
書
面
及
び
当
該
物
件
に
係
る
拾
得
物
件
預

り
書
又
は
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面
の
提
示
を

受
け
る
こ
と
。

二
　
引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
当
該
物
件
の
種
類
及
び

特
徴
並
び
に
拾
得
の
日
時
及
び
場
所
を
聴
取
し
、
当

該
物
件
に
係
る
拾
得
物
件
控
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容

と
照
合
す
る
こ
と
。

（
所
持
を
禁
じ
ら
れ
た
物
件
を
拾
得
者
に
引
き
渡
す
場

合
の
手
続
）

第
二
十
一
条
　
警
察
署
長
は
、
令
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る

物
に
該
当
す
る
物
件
を
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
許
可

又
は
登
録
を
受
け
た
権
利
取
得
者
に
引
き
渡
そ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
物
件
に
係
る
許
可
証
又
は
登
録
証
の

提
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
照
会
の
方
法
）

第
二
十
二
条
　
法
第
十
二
条
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び

第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
照
会
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
拾
得
物
件
関

係
事
項
照
会
書
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
費
用
の
請
求
）

第
二
十
三
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

費
用
を
当
該
物
件
の
返
還
を
受
け
る
遺
失
者
又
は
当
該

物
件
の
引
渡
し
を
受
け
る
権
利
取
得
者
に
請
求
す
る
と

き
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
請
求
書
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。第

七
節
　
国
に
帰
属
し
た
物
件
の
取
扱
い
等

（
国
に
帰
属
し
た
物
件
の
取
扱
い
）

第
二
十
四
条
　
警
察
署
長
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
物
件
の
所
有
権
が
国
に
帰
属
し
た

と
き
は
、
当
該
物
件
を
速
や
か
に
そ
の
所
持
の
取
締
り

に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
国
の
行
政
機
関
（
内
閣
府

設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九

条
第
一
項
及
び
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を

い
う
。
）
又
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
に
引
き
渡
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
件
の
廃
棄

の
方
法
）

第
二
十
五
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃

棄
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る

物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁
断
、
破
砕
、
溶
解
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
件
に
よ
り
個
人
の
身

分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権

利
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
三
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
物
に
該
当
す
る
物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁

断
、
破
砕
、
溶
解
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物

件
に
記
録
さ
れ
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
、
遺

失
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
と
認
め
ら
れ
る
個
人
の

住
所
若
し
く
は
連
絡
先
又
は
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
二
章
　
施
設
占
有
者
の
措
置
等

第
一
節
　
施
設
占
有
者
の
措
置

（
施
設
占
有
者
に
よ
る
物
件
の
提
出
）

第
二
十
六
条
　
施
設
占
有
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
に
物
件

を
提
出
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

提
出
書
を
当
該
警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
物
件
に
関
す
る
事
項

イ
　
物
件
の
種
類
及
び
特
徴

ロ
　
物
件
の
拾
得
の
日
時
及
び
場
所

ハ
　
物
件
の
交
付
の
日
時

二
　
施
設
占
有
者
及
び
拾
得
者
に
関
す
る
事
項

イ
　
施
設
占
有
者
の
氏
名
等
及
び
電
話
番
号
そ
の
他

の
連
絡
先

ロ
　
拾
得
者
の
氏
名
等
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連

絡
先

ハ
　
施
設
占
有
者
及
び
拾
得
者
の
費
用
請
求
権
等
の

有
無

ニ
　
同
意
の
有
無

（
施
設
占
有
者
に
よ
る
掲
示
等
の
期
間
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
備
付
け
は
、

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
物
件
の
交
付
を
受

け
、
又
は
自
ら
物
件
の
拾
得
を
し
た
日
か
ら
当
該
物
件

の
遺
失
者
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
又
は
当
該
物
件
を
警

察
署
長
に
提
出
す
る
ま
で
（
保
管
物
件
に
あ
っ
て
は
、

公
告
の
日
か
ら
三
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
）
の
間
、

行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
特
例
施
設
占
有
者
の
指
定

（
指
定
）

第
二
十
八
条
　
令
第
五
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定

（
以
下
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
施
設
占
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と

す
る
。

２
　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
占
有
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
施
設
（
移
動
施

設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
施
設
占
有
者
の
主
た
る
事
務

所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会

（
当
該
所
在
地
が
道
の
区
域
（
道
警
察
本
部
の
所
在
地

を
包
括
す
る
方
面
の
区
域
を
除
く
。
）
に
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
方
面
公
安
委
員
会
。
以
下
「
公
安
委
員

会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
等
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
（
移
動
施
設
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
概
要
及
び
移
動
の
範
囲
）

三
　
物
件
の
保
管
の
場
所

四
　
施
設
に
お
け
る
推
定
に
よ
る
一
箇
月
間
の
法
第
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
、
又
は
自
ら

拾
得
を
す
る
物
件
の
数
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

イ
　
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四

十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
十

条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た

も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
令
第
五
条
第
五
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面

ハ
　
物
件
の
保
管
を
行
う
た
め
の
施
設
及
び
人
的
体

制
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

イ
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
役
員
に
係
る
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
面

ニ
　
前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面

４
　
公
安
委
員
会
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定

を
受
け
た
施
設
占
有
者
（
以
下
「
指
定
特
例
施
設
占
有

者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
）

第
二
十
八
条
の
二
　
令
第
五
条
第
五
号
ロ
（
３
）
の
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
機
能
の
障
害

に
よ
り
特
例
施
設
占
有
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
公
示
事
項
等
の
変
更
）

第
二
十
九
条
　
指
定
特
例
施
設
占
有
者
は
、
第
二
十
八
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
公
安
委
員

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
特
例
施
設
占
有
者
は
、
第
二
十
八
条
第
三
項
に

掲
げ
る
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
三
十
条
　
公
安
委
員
会
は
、
指
定
特
例
施
設
占
有
者
が

令
第
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
の
要
件
に
該
当
し

な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り

消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
三
節
　
特
例
施
設
占
有
者
の
措
置
等

（
保
管
物
件
の
届
出
等
）

第
三
十
一
条
　
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
保
管
物

件
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
警
察
署
長
は
、
法
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
物
件
の
公
告
を
し

た
と
き
は
、
当
該
公
告
の
日
付
を
当
該
保
管
物
件
に
係

る
届
出
を
し
た
特
例
施
設
占
有
者
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

（
売
却
の
届
出
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
物
件
売
却
届
出
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
処
分
の
届
出
等
）

第
三
十
三
条
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
物
件
処
分
届
出
書
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ

め
民
法
第
二
百
四
十
条
の
規
定
又
は
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
件
の
所
有
権
を
取
得
す
る

権
利
を
有
す
る
拾
得
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
拾
得
者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
管
物
件
の
廃
棄
の
方
法
）

第
三
十
四
条
　
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る

物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁
断
、
破
砕
、
溶
解
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
件
に
よ
り
個
人
の
身

分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権

利
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
三
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
物
に
該
当
す
る
物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁

断
、
破
砕
、
溶
解
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物

件
に
記
録
さ
れ
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
、
遺

失
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
と
認
め
ら
れ
る
個
人
の

住
所
若
し
く
は
連
絡
先
又
は
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
遺
失
者
が
判
明
し
た
と
き
の
措
置
等
）

第
三
十
五
条
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
の
遺
失

者
が
判
明
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
物
件
の
返

還
に
係
る
手
続
を
行
う
場
所
並
び
に
当
該
物
件
に
係
る

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費
用
及
び
法
第
二
十
八
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
報
労
金
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
旨

を
当
該
遺
失
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
を
遺
失
者
に
返
還

す
る
と
き
は
、
当
該
物
件
を
返
還
す
る
旨
を
当
該
物
件

に
係
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費
用
又
は
法
第
二
十

八
条
第
二
項
の
報
労
金
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
拾

得
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
拾
得

者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

３
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き

は
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
意
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
同
意
」
と
い
う
。
）
の
有
無

を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
拾
得
者

が
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
例
施
設
占
有
者
に
対
し
、

同
意
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
提
出
し
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
に
つ
い
て
、
民
法

第
二
百
四
十
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
遺
失
者
が
判
明

し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と

き
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
拾
得
者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

拾
得
者
が
民

法
第
二
百
四

十
条
の
規
定

に
よ
り
所
有

権
を
取
得
す

る
権
利
を
有

す
る
と
き
。

拾

得

者

当
該
物
件
の
所
有
権
を
取

得
し
た
期
日
、
当
該
物
件

を
引
き
取
ら
な
い
場
合
に

所
有
権
を
喪
失
す
る
期
日

、
引
渡
し
に
係
る
手
続
を

行
う
場
所
及
び
当
該
物
件

に
係
る
法
第
二
十
七
条
第

一
項
の
費
用
が
あ
る
と
き

は
こ
れ
を
償
還
す
る
義
務

が
あ
る
旨

拾
得
者
が
民

法
第
二
百
四

十
条
の
規
定

に
よ
り
所
有

権
を
取
得
す

る
権
利
を
有

し
な
い
と
き
。

法

第

二

十

七

条

第

一

項

の

費

用

を

請

求

す

る

権

利

を

有

す

る

拾

得
者

当
該
物
件
の
所
有
権
を
取

得
し
て
こ
れ
を
引
き
取
る

施
設
占
有
者
に
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
費
用
を
請

求
す
る
権
利
を
有
す
る
旨

５
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
の
遺
失
者
が
判
明

し
な
い
場
合
に
お
い
て
拾
得
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る

こ
と
と
な
る
べ
き
期
日
、
当
該
物
件
を
引
き
取
ら
な
い

場
合
に
所
有
権
を
喪
失
す
る
期
日
、
当
該
物
件
の
引
渡

し
に
係
る
手
続
を
行
う
場
所
及
び
当
該
物
件
に
つ
い
て

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費
用
が
あ
る
と
き
は
当
該
費

用
は
当
該
物
件
を
引
き
取
る
者
の
負
担
と
な
る
旨
を
記

載
し
た
書
面
を
あ
ら
か
じ
め
拾
得
者
に
交
付
す
る
こ
と

に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
送
付
に
よ
る
保
管
物
件
の
返
還
及
び
引
渡
し
）

第
三
十
六
条
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
の
返
還

に
係
る
手
続
を
行
う
場
所
を
来
訪
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
遺
失
者
か
ら
保
管
物
件
の
返
還
を

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
遺
失
者
の
申
出
に
よ
り
、
保
管

物
件
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
送
付
に
要
す
る

費
用
は
、
遺
失
者
の
負
担
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
民
法
第
二
百
四
十
条
の
規
定
又

は
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
物
件
の

所
有
権
を
取
得
し
た
拾
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
権
利
取
得
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
保
管
物
件
の
引

渡
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
遺
失
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
権
利
取

得
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
例
施
設
占
有
者
に
よ
る
遺
失
者
の
確
認
の
方
法
等
）

第
三
十
七
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確

認
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
返
還
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る
に

足
り
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

二
　
返
還
を
求
め
る
者
か
ら
当
該
物
件
の
種
類
及
び
特

徴
並
び
に
遺
失
の
日
時
及
び
場
所
を
聴
取
し
、
法
第

二
十
三
条
に
規
定
す
る
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と

照
合
す
る
こ
と
。

２
　
特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
を
権
利
取
得
者
に

引
き
渡
す
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当

な
方
法
に
よ
り
、
引
渡
し
を
求
め
る
者
が
当
該
物
件
の

権
利
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
当
該
物
件
を
受

領
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
と
引
換
え
に
引
き
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る

に
足
り
る
書
面
及
び
当
該
物
件
に
係
る
法
第
十
四
条

に
規
定
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

二
　
引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
当
該
物
件
の
種
類
及
び

特
徴
並
び
に
拾
得
の
日
時
及
び
場
所
を
聴
取
し
、
法

第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容

と
照
合
す
る
こ
と
。

（
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
件
の
廃
棄

の
方
法
）

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃

棄
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る

物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁
断
、
破
砕
、
溶
解
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
件
に
よ
り
個
人
の
身

分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権

利
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
三
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
物
に
該
当
す
る
物
件
　
当
該
物
件
を
焼
却
、
裁

断
、
破
砕
、
溶
解
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物

件
に
記
録
さ
れ
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
、
遺

失
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
と
認
め
ら
れ
る
個
人
の

住
所
若
し
く
は
連
絡
先
又
は
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
帳
簿
）

第
三
十
九
条
　
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
記

載
の
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
を
し
た
場
合

イ
　
届
出
の
日

ロ
　
届
出
の
提
出
先
の
警
察
署
長

ハ
　
物
件
の
種
類
及
び
特
徴

ニ
　
物
件
の
拾
得
の
日
時
及
び
場
所

ホ
　
物
件
が
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
交
付
の

日
時

ヘ
　
拾
得
者
の
氏
名
等

二
　
保
管
物
件
を
遺
失
者
に
返
還
し
た
場
合

イ
　
返
還
の
日

ロ
　
遺
失
者
の
氏
名
等
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連

絡
先

三
　
遺
失
者
が
保
管
物
件
に
つ
い
て
そ
の
有
す
る
権
利

を
放
棄
し
た
場
合

イ
　
権
利
を
放
棄
し
た
日

ロ
　
遺
失
者
の
氏
名
等
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連

絡
先

四
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た

保
管
物
件
に
つ
い
て
、
拾
得
者
が
所
有
権
を
取
得
す

る
権
利
を
放
棄
し
た
場
合
　
権
利
を
放
棄
し
た
日

五
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た

保
管
物
件
を
権
利
取
得
者
に
引
き
渡
し
た
場
合

イ
　
引
渡
し
の
日

ロ
　
権
利
取
得
者
の
氏
名
等
及
び
電
話
番
号
そ
の
他

の
連
絡
先

4



六
　
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

売
却
を
し
た
場
合

イ
　
売
却
の
日

ロ
　
売
却
の
理
由
、
方
法
及
び
経
過

ハ
　
買
受
人
の
氏
名
等
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連

絡
先

ニ
　
売
却
に
よ
る
代
金
の
額

ホ
　
売
却
に
要
し
た
費
用
の
額

七
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し

た
場
合

イ
　
処
分
の
日

ロ
　
処
分
の
理
由
及
び
方
法

八
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
保

管
物
件
の
所
有
権
が
自
ら
に
帰
属
し
た
場
合
　
所
有

権
が
帰
属
し
た
日

九
　
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
物
件

を
廃
棄
し
た
場
合

イ
　
廃
棄
の
日

ロ
　
廃
棄
の
方
法

第
三
章
　
雑
則

（
施
設
占
有
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
）

第
四
十
条
　
警
察
署
長
は
、
施
設
占
有
者
に
、
遺
失
者
及

び
拾
得
者
の
権
利
の
保
護
と
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め

の
措
置
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
指
導
及
び

助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
当
該
各
号
に

定
め
る
規
定
に
よ
る
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的

記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び
別
記
様
式
第

十
二
号
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
提
出
書
　
第
二
十
六
条

二
　
申
請
書
　
第
二
十
八
条
第
二
項

三
　
物
件
の
保
管
を
行
う
た
め
の
施
設
及
び
人
的
体
制

の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
　
第
二
十
八
条
第
三
項

四
　
定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
　
第
二
十
八
条
第

三
項

五
　
保
管
物
件
届
出
書
　
第
三
十
一
条
第
一
項

六
　
物
件
売
却
届
出
書
　
第
三
十
二
条

七
　
物
件
処
分
届
出
書
　
第
三
十
三
条
第
一
項

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二

月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
遺
失
物
取
扱
規
則
の
廃
止
）

２
　
遺
失
物
取
扱
規
則
（
平
成
元
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
遺
失
物
取
扱
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
法
の
施
行
の
際
現
に
法
に
よ
る
改
正
前
の
遺
失
物
法

（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項

又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
に
差

し
出
さ
れ
て
い
る
物
件
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
遺
失
物
取
扱
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
が
受
理
し
て

い
る
遺
失
届
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七

十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
一
四
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
遺
失
物
法
施
行
規
則
に

規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
遺
失
物
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様

式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
捜
査
規
範
、
国
際

捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
書
式
例
、
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
風
俗
環

境
浄
化
協
会
等
に
関
す
る
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び

型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
地
域
交
通
安
全
活
動

推
進
委
員
及
び
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会

に
関
す
る
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
審
査
専
門
委

員
に
関
す
る
規
則
、
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
規
則
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
規
則
、
盲
導
犬
の
訓
練
を
目
的
と
す
る
法
人
の
指
定

に
関
す
る
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の

型
式
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教

習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
技

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
に
係
る

講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許

に
係
る
運
転
免
許
証
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成

す
る
能
力
を
有
す
る
法
人
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
自

転
車
の
防
犯
登
録
を
行
う
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、

特
定
物
質
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
、
古
物
営

業
法
施
行
規
則
、
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
規
則
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
再
発
を
防
止
す
る

た
め
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
援
助
に
関
す
る

規
則
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
庁
長
官
の
意
見

の
陳
述
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
取
得
者

教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の

聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
、
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業

を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
る
被

害
を
自
ら
防
止
す
る
た
め
の
警
察
本
部
長
等
に
よ
る
援

助
に
関
す
る
規
則
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
、
携
帯
音
声
通
信
役
務
提
供
契
約
に
係
る
契

約
者
確
認
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関

す
る
規
則
、
届
出
対
象
病
原
体
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
規
則
、
遺
失
物
法
施
行
規
則
、
犯
罪
に
よ
る
収

益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務

の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規

則
、
被
疑
者
取
調
べ
適
正
化
の
た
め
の
監
督
に
関
す
る

規
則
、
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会

及
び
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催

に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者

の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関

す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係
警
察
等
が
取
り
扱

う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
、
死
体
取
扱
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実

施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施

す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関

す
る
規
則
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け

る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
則
に
規
定
す
る

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に

係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
〇
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
遺
失
物
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
三
号
及

び
第
四
号
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

5



う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

３
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
１
条
関
係
）

別記様式第1号（第1条関係）（平29公安規1・全改、令元公安規3・一部改正）拾得物件控書□有権□棄権□失権□無権警察署受理番号本署交番・駐在所受理日時年月日午前・後時分取扱者氏名日時年月日午前・後時分ころ拾得場所にて拾得住所拾得者ふりがな電話番号その他の連絡先住所・氏名氏名住所又は所在地施設占有者ふりがな電話番号その他の連絡先住所・氏名氏名又は名称内訳億千百十万千百十円1万円札5000円札2000円札1000円札500円硬貨現金枚枚枚枚枚現金100円硬貨50円硬貨10円硬貨5円硬貨1円硬貨のみ枚枚枚枚枚種類特徴等（形状・模様・品質等）点数物件物品上記物件に関する□一切の権利を放棄します。□費用を請求する権利を放棄します。□報労金を受ける権利を放棄します。□所有権を取得する権利を放棄します。権利放棄□権利を放棄しません。の意思及び警察署長が遺失者に対して氏名又は名称及び住所又は所在地を告知することに□同氏名等告知□同の同意の意します。有無意しません。〔□上記物件に関する権利放棄、□氏名等告知の同意〕については、後で考えて決めます。拾得者又は施設占有者氏名又は名称物件に関する権利施設内における□有□費用を請求する権利□無拾得者の年月日から拾得者に係る□報労金を受ける権利物件引取権利の有無等□所有権を取得する権利期間年月日まで氏名等告知の同意□有□無備考備考1□印のある欄については、該当の□内に印を付すこと。2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  

別
記
様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第2号（第2条関係）（平29公安規1・全改、令元公安規3・令2公安規13・一部改正）拾得物件預り書□有権□棄権□失権□無権警察署受理番号本署交番・駐在所受理日時年月日午前・後時分取扱者氏名日時年月日午前・後時分ころ拾得場所にて拾得住所拾得者ふりがな電話番号その他の連絡先住所・氏名氏名住所又は所在地施設占有者ふりがな電話番号その他の連絡先住所・氏名氏名又は名称内訳億千百十万千百十円1万円札5000円札2000円札1000円札500円硬貨現金枚枚枚枚枚現金100円硬貨50円硬貨10円硬貨5円硬貨1円硬貨のみ枚枚枚枚枚種類特徴等（形状・模様・品質等）点数物件物品あなたは提出された物件に関する□一切の権利を放棄しました。□費用を請求する権利を放棄しました。□報労金を受ける権利を放棄しました。□所有権を取得する権利を放棄しました。□権利を放棄していません。あなたは警察署長が遺失者に対して氏名又は名称及び住所又は所在地を告知することに□同意し□同意しました。ていません。あなたは、〔□上記物件に関する権利放棄、□氏名等告知の同意〕について、後で考えて決めることとしました。上記の物件を預かりました。拾得者の年月日年月日から物件引取殿期間警察署長年月日まで□あなたが提出された物件のうち、（）は、遺失物法第35条の規定により、法定の期間が経過しても、あなたが受け取ることができない場合があります。上記の物件を受領しました。年月日受領住所又は所在地確認電話番号その他の連絡先氏名又は名称備考注この預り書は、あなたが上記物件について所有権を取得し、その物件を受け取る場合、警察署長に提出することにより受領書に代えることとなるものですから、大切に保管してください。備考1□印のある欄については、該当の□内に印を付すこと。2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  

別
記
様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
）

別記様式第3号(第5条関係) 

遺 失 届 出 書 

※ 警察署 ※受理番号  

※受理日時   年  月  日 午前・後 時 分 

※本署      交番・駐在所 

※取扱者氏名 

遺 失 者

住所・氏名 

住所又は所在地 

 

ふりがな               

氏名又は名称 

 

 

電話番号その他の連絡先 

 

遺失日時 
      年  月  日 午前・後  時  分ころから 
                             の間 
      年  月  日 午前・後  時  分ころまで 

遺失場所  

物

件 

現

金 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 内 訳 

         1万円札 

枚 

5000円札 

枚 

2000円札 

枚 

1000円札 

枚 

500円硬貨 

枚 現金

のみ 100円硬貨 

枚 

50円硬貨 

枚 

10円硬貨 

枚 

5円硬貨 

枚 

1円硬貨 

枚 

物

品 

種 類 特徴等(形状・模様・品質等) 点数 

   

   

   

   

   

 上記物件を遺失したので届出をします。 

         年   月   日 

            警察署長 殿 

 

氏 名            

備 考 

 

 備考 1 ※の欄には、記載しないこと。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
４
号
（
第
９
条
関
係
）

別記様式第4号(第9条関係) 

拾 得 物 件 公 告 

 

 

 下記の物件の遺失者は、速やかに当署に届出をしてください。 

 

 

      年  月  日 

 

 

警 察 署 長  

 

 

記 

 

 

1 物件の種類及び特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 拾得の日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 拾得の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

6



別
記
様
式
第
５
号
（
第
９
条
関
係
）

別記様式第5号(第9条関係) 

 

保 管 物 件 公 告 

 

 

 下記の物件の遺失者は、速やかに保管している施設の占有者に連絡をしてください。 

 

 

      年  月  日 

 

 

警 察 署 長  

 

 

記 

 

 

1 物件の種類及び特徴 

 

 

 

 

2 拾得の日時 

 

 

 

 

3 拾得の場所 

 

 

 

 

4 保管している施設の占有者の氏名又は名称 

 

 

 

 

5 保管場所及びその電話番号その他の連絡先 

 

 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
６
号
（
第
１
３
条
関
係
）

別記様式第6号(第13条関係) 

物 件 売 却 書 

受理番号  受理年月日 年  月  日 

物

件 

種 類 特徴等(形状・模様・品質等) 

  

拾得年月日       年   月   日 

拾 得 場 所  

拾 得 者 の

住所・氏名 

住所又は所在地 

氏名又は名称       電話番号その他の連絡先 

売
却
理
由 

□ 当該物件が滅失し、又は毀損するおそれがある(法第9条第1項関係) 

□ 当該物件の保管に過大な費用又は手数を要する(法第9条第1項関係) 

□ 当該物件が政令で定める物に該当(法第9条第2項関係) 

   (具体的理由                            ) 

売却年月日       年  月  日 

売却の方法  

売却の経過  

売 却 の

相 手 方 の

住所・氏名 

住所又は所在地 

電話番号その他の連絡先        

氏名又は名称 

売却代金等

の 額 
 

官職・氏名  

備

考 

 

 備考 1 売却理由欄には、該当する事項の□内にレ印を記入すること。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
７
号
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第7号(第16条関係) 

物 件 処 分 書 

受理番号  受理年月日 年  月  日 

物

件 

種 類 特徴等(形状・模様・品質等) 

  

拾得年月日       年   月   日 

拾 得 場 所  

拾得者の住

所・氏名等 

住所又は所在地 

氏名又は名称       電話番号その他の連絡先 

処

分

理

由 

□ 当該物件が滅失し、又は毀損するおそれがある(法第9条第1項関係) 

□ 当該物件の保管に過大な費用又は手数を要する(法第9条第1項関係) 

□ 当該物件が政令で定める物に該当(法第9条第2項関係) 

 □ 売却につき買受人がない(法第10条第1号関係) 

 □ 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たない(法第10条第2号関

係) 

 □ 法第35条の所有権を取得することができない物件に該当(法第10条第3号関係) 

 □ その他売却することができない(法第10条第3号関係) 

   (具体的理由                            ) 

処分年月日       年  月  日 

処 分 場 所  

処 分 方 法  

官職・氏名  

備

考 

 

 備考 1 処分理由欄には、該当する事項の□内にレ印を記入すること。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
８
号
（
第
２
０
条
関
係
）

別記様式第8号(第20条関係) 

受 領 書 

受理番号   

物

件 

現
金 

円 

物

品 

種 類 特徴等(形状・模様・品質等) 点数 

   

   

   

   

   

 上記の物件を受領しました。 

      年   月   日 

      警察署長 殿 

住所又は所在地              

氏名又は名称               

電話番号その他の連絡先          

備

考 

 

 注 拾得物件預り書を所持する権利取得者は、物件の交付を受ける際に、その預り書を

警察署長に提出することにより、この受領書に代えることができます。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別
記
様
式
第
９
号
（
第
２
２
条
関
係
）

別記様式第9号(第22条関係) 

 

拾 得 物 件 関 係 事 項 照 会 書 

 

  年  月  日    

 

           殿 

 

警 察 署 長  印    

 

 拾得された物件の遺失者への返還のため必要があることから、下記事項につき至急回答

願いたく、遺失物法第12条によって照会します。 

 

記 

 

照 会 事 項 

 【照会警察署の所在地】〒 

【担当者氏名】          (電話        ) 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
０
号
（
第
２
３
条
関
係
）

別記様式第10号(第23条関係) 

 

請 求 書 

 

年  月  日   

 

          殿 

 

警 察 署 長 印   

 

 下記のとおり物件の保管に要した費用を請求します。 

費 目 別 金 額 内 訳 

 円  

 円  

 円  

備 考 

 

 

 (切り取り線)  
  

 

領 収 書 

 

          殿 

      年  月  日 

 

警 察 署 長 印   

 

 

 下記のとおり物件の保管に要した費用を領収しました。 

金          円 

 備考 1 備考欄には、その物件の受理番号その他必要な事項を記載すること。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

別
記
様
式
第
１
１
号
（
第
３
１
条
、
第
３
２
条
、
第
３
３

条
関
係
）

別記様式第11号(第31条、第32条、第33条関係) 

 
保 管 物 件 

物 件 売 却 

物 件 処 分 

届出書 

 遺失物法 

第17条 

第20条第3項 

第21条第2項 

の規定により届出をします。 

年   月   日   

          警察署長 殿 

                氏名又は名称 

                住所又は所在地 

   電話番号その他の連絡先 
※受理 番号  

保管施設の

名 称 等 

名称 

所在地 

電話番号その他の連絡先 

番
号 

物件の種類及び特徴等 
拾得日時・場所 交付日時 

整理

番号 現 金 物 品 

  

(貴重な物件に該当□有□無) 

   

売却・処分理由  保 管 届 出 日  

売却・処分方法  売却・処分予定日  

  

(貴重な物件に該当□有□無) 

   

売却・処分理由  保 管 届 出 日  

売却・処分方法  売却・処分予定日  

  

(貴重な物件に該当□有□無) 

   

売却・処分理由  保 管 届 出 日  

売却・処分方法  売却・処分予定日  

  

(貴重な物件に該当□有□無) 

   

売却・処分理由  保 管 届 出 日  

売却・処分方法  売却・処分予定日  

  

(貴重な物件に該当□有□無) 

   

売却・処分理由  保 管 届 出 日  

売却・処分方法  売却・処分予定日  

備
考 

 

 備考 1 ※の欄には、記載しないこと。 

    2 不要の文字は、横線で消すこと。 

    3 □印のある欄については該当の□内にレ印を付すこと。 

    4 「売却・処分理由」欄、「売却・処分方法」欄、「保管届出日」欄及び「売却・

処分予定日」欄は、物件の売却又は廃棄の届出をする場合に記載すること。 

    5 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

    6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別
記
様
式
第
１
２
号
（
第
４
１
条
関
係
）

別記様式第12号(第41条関係) 

電磁的記録媒体提出票 

 遺失物法施行規則 

第26条 

第28条第2項 

第28条第3項 

第31条第1項 

第32条 

第33条第1項 

の規定により提出すべき書類に記載することとさ 

れている事項を記録した電磁的記録媒体を次のとおり提出します。 

 本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

   年   月   日   

             殿 

 

             氏名又は名称 

 

 

             住所又は所在地 

 

 

 

1 電磁的記録媒体に記録された事項 

 

 

 

 

2 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 

 

 

 

 

 備考 1 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されて

いる事項を記載するとともに、2以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁

的記録媒体ごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載す

ること。 

    2 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている

電磁的記録媒体に記録されている事項以外の事項を記録した書類を併せて提出

する場合にあっては、その書類名を記載すること。 

    3 不要の文字は、横線で消すこと。 

    4 該当事項がない場合は、省略すること。 

    5 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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